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理 念 

 「 誠実な医療」 を地域の人々に 

 

基 本 方 針 

 １  市民に信頼さ れる 、 安全・ 安心な質の高い医療を提供し ま す 

 ２  患者さ んを中心と し た多職種協働を実践・ 推進し ま す 

 ３  地域の医療・ 保健・ 福祉等の機関と 連携し 、 地域医療の充実に貢献し ま す 

 ４  豊かな人間性と 確実な技能を持った医療人を育成し ま す 

 ５  透明性の高い、 効率的な病院経営に努めま す 

  

第 1 1   料金に関する事項 

第 1 2  地方独立行政法人市立東大阪医療センターの業務

運営並びに財務及び会計に関する規則で定める業務

運営に関する事項 
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令和８ 年４ 月１ 日から 令和９ 年３ 月３ １ 日ま での１ 年間と する 。  

 

 

 

１  医療センタ ーと し て担う べき 役割 

（ 1） 地域医療構想を踏ま えた役割の明確化 

 

ア 地域医療構想において、 医療センタ ーは高度急性期・ 急性期医療を提供する 地

域中核病院の役割を担う 。  

イ  地域医療について、 圏域内完結率向上のために、 高度な急性期医療を必要と

する 入院診療に注力する 医療機能分化と 、地域の介護・ 保健・ 医療機関、医師会、

行政機関と の連携を推進し 、 地域包括ケアシス テム を支える 役割を担っていく 。 

ウ  外来診療においては、 地域医療支援病院・ 紹介受診重点医療機関と し て、 専門

外来の確保・ 拡充及び一般再来外来の縮小を図っていく 。  

エ 市内の病院、 医師会、 保健所、 消防局、 訪問看護ス テーショ ン等と 、 定期的に

会議を行い、 情報共有、 課題解決に取り 組む。  

 

機能別病床数及び今後検討し ている 病床数              （ 単位 床）  

 
2025 年度の病床機能 

報告の病床数 

2026 年度に検討 

し ている 病床数 

2027 年度に検討

し ている 病床数 

2028 年度に検討

し ている 病床数 

高度急性期病床 395  283 283 283 

急性期病床 125  237 237 237 

合 計 520 520 520 520 

 

第１  年度計画の期間 

第２  市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためとるべき措置 
 

＜中期目標＞ 

東大阪市及び中河内二次医療圏の中核病院と し て、 高度急性期・ 急性期医療を中

心に、 誠実で安全な医療を提供する と 共に、 地域の医療機関と の機能分担と 連携を

強化し 、 地域の医療水準の向上に貢献する こ と 。  

ま た、 信頼でき る 対応、 患者や家族のＱ Ｏ Ｌ （ ク オリ ティ ー・ オブ・ ラ イ フ ） の

向上を意識し た治療、 よ り 快適な環境整備等に努める こ と 。  

＜中期目標＞ 

地域医療構想を踏ま え、 医療センタ ーと し て果たすべき 役割を明確化し 、 その実

現に向けた具体的取組みを実行する こ と 。  
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前述の役割を担う 高度な医療を提供する 施設と し て、 さ ら なる 質の向上を目指し 、

以下の施設認定・ 施設基準の新規取得・ 継続に取り 組んでいく 。 特に、 DPC特定病

院認証に向け、 重症度・ 複雑度が高い疾患患者の積極的な受け入れや技術度の高い手

術や内視鏡を行う こ と で取得を目指す。 そし て、 データ に基づいた医療提供体制を強

化する こ と で、 患者中心の医療の実現を目指す。 ま た、 高度急性期病床の病床数変

更に伴い、 ハイ ケアユニッ ト の整備を引き 続き 行う 。  

【 新規取得、 継続、 高次を 目指す施設認定】    

項  目 令和６ 年度実績 
第３ 期中期

計画 
令和８ 年度計画 

（ 国） 地域がん診療連携拠点病院 指  定 継  続 継  続 

（ 国） がんゲノ ム 医療連携病院 指  定 継  続 継  続 

（ 国） 臨床研修病院（ 基幹型）  指  定 継  続 継  続 

（ 国） 特定行為研修指定研修機関 指  定 継  続 継  続 

（ 府） 地域医療支援病院 承  認 継  続 継  続 

（ 府） 災害拠点病院 指  定 継  続 継  続 

（ 府） 地域周産期母子医療センタ ー 認  定 継  続 継  続 

（ 府） 難病診療連携拠点病院 指  定 継  続 継  続 

（ 府） 救急告示医療機関（ 二次救急）  指  定 継  続 継  続 

日本医療機能評価機構認定病院 認  定 継  続 継  続 

卒後臨床研修評価機構認定病院 認  定 継  続 継  続 

DPC( 診断群分類包括評価) 対象病院 標 準 群 特定病院群 
特定病院群 

( 令和 10 年４ 月～)  

【 新規取得、 継続、 高次を 目指す施設基準・ 体制加算】    

項  目 令和６ 年度実績 
第３ 期中期

計画 
令和８ 年度計画 

急性期充実体制加算 取 得 済 継  続 継  続 

医師事務作業補助体制加算１  2 5 対 １  1 5 対 １ 2 0 対 １ 

急性期看護補助体制加算（ 25 対 1） 1( 5 割

以上)  
取 得 済 継  続 継  続 

医療安全対策加算１  取 得 済 継  続 継  続 

医療安全対策地域連携加算 1 取 得 済 継  続 継  続 

感染対策向上加算１  取 得 済 継  続 継  続 

特定集中治療室管理料１  取 得 済 継  続 継  続 

ハイ ケアユニッ ト 入院医療管理料１  ― 取  得 取  得 
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（ 2） 救急医療 

 

ア 地域医療支援病院と し て、 ２ ４ 時間３ ６ ５ 日体制で救急患者を受け入れる「 断

ら ない救急医療」 を推進し ていく 。 救急医療のさ ら なる 充実を図る ため、 以下の

施設整備、 体制構築（ 救急科医師の確保含む） を行う 。  

・ 救急外来（ 小児科外来を含む） の改修： 救急外来の全面改修に向け、 第一段階と

し て小児救急外来のス ペース を改修する 。  

・ 患者動線への配慮： 発熱患者・ 感染症患者と 一般救急患者と の動線が交差し な

いよ う 配慮する 。  

・ 東大阪市消防局と の連携強化:  東大阪市消防局の救急ワ ーク ス テーショ ンを設

置し 、救急隊員の教育・ 訓練を支援する と と も に、救急搬送患者の受け入れ体制

を強化する 。  

・ 救急患者連携搬送体制の充実： 救急患者の約半数を占める 軽症中等症患者、 特

に誤嚥性肺炎の高齢者に対し て、救急患者連携搬送（ いわゆる 下り 搬送） を活用

し 、高度な医療が必要な重症患者へのベッ ド の空き を確保する 。ま た、夜間に入

院が必要な軽症中等症患者の適切な治療と 、 翌日又は３ 日以内の円滑な転院を

促し 、 効率的な『 救急患者連携搬送体制』 の充実を図る 。 専門的な看護師や事務

職を配置し 、 医師の負担を 軽減する こ と で、 よ り 効率的な医療を提供する と と

も に、 地域の医療機関と の連携を強化し 、 患者情報の共有やス ムーズな転院手

続き を行う こ と で、 円滑な運用を目指す。  

イ  中河内救命救急センタ ーと の連携を深め、 地域全体の救急医療を強化する 。 検

査結果、 治療経過、 薬剤情報などをリ アルタ イ ムに共有し 、 円滑な患者搬送を実

現する 。 医師の相互応援体制を構築し 、 人員不足時の医療提供を支援する 。 超急

性期脳卒中や急性心筋梗塞、 大動脈解離など の重症患者に対し ては、 医療センタ

ーで緊急対応する 体制を強化し 、 産科周産期三次救急については、 中河内救命救

急センタ ーにおいて、 緊急対応体制を構築する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

救急搬送受入件数（ 件）  7, 334  8, 500 7, 000※ 

救急搬送入院患者数（ 人）  3, 196  3, 800 3, 000※ 

地域救急貢献率（ ％） （ 圏域内）  13. 5 ＞15. 0 ＞13. 5 

※救急外来が一時的に別場所に移動する ため、 現状の件数維持に努める 。  

＜中期目標＞ 

ア ２ ４ 時間３ ６ ５ 日の救急医療体制の維持・ 充実を図る こ と 。  

イ  中河内救命救急センタ ーと の連携を強化する こ と によ り 、 救急医療の充実に

努める こ と 。  
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（ 3） 小児医療 

 

 圏域における 小児救急医療体制（ 輪番制） の中で、 小児地域医療センタ ーと し

て中心的役割を担う 。 水、 金、 日曜日の小児初期救急医療・ 二次小児救急医療を

継続し て行う 。 ま た地域の休日診療所等と も 協力する 体制を継続する 。  

・ 感染性疾患や喘息、アレ ルギー疾患、血液疾患など の検査・ 治療が必要な小児の

外来及び入院医療を継続し て行う 。  

・ 発熱児と 非発熱児の動線に配慮し た小児発熱外来・ 小児科外来を整備する 。（ 現

小児発熱外来周辺の改修）  

・ 長期入院する 児の在宅移行における サポート を積極的に行う と と も に、 医療的

ケア児の在宅療養を支える ためのレ ス パイ ト 入院を 引き 続き 行う 。 ま た、 療養

生活を 送っている 児の症状増悪に際し ては、 地域の医療機関や緊急対応可能な

医療機関と の連携のも と 積極的に児を受け入れる 。  

・ 増加する 児童虐待（ ネグレ ク ト 含む） に対し 組織的なサポート を各種機関と 連

携のも と に行い、 児童と 家族を見守る 体制を維持する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

小児科延入院患者数（ 人）  8, 207 9, 000 9, 000 

小児救急患者数（ 人）  5, 681  6, 500 6, 500 

 

（ 4） 周産期医療 

 

ア 地域周産期母子医療センタ ーである と と も に、産婦人科診療相互援助シス テム

（ Ｏ Ｇ Ｃ Ｓ ） 参加施設と し て受入機能（ 産科危機的出血、 妊婦心停止・ 死戦期帝

王切開、 超緊急帝王切開、 新生児蘇生などへの緊急対応含む） を充実し 、 安心・

安全な周産期医療を提供する 。 ま た、 少産時代の妊産褥婦が求める 快適な生活環

境を提供し 、母児同室における 親子の生活リ ズムを整える 一環と し て入院居室の

簡易個室化によ る 母子の療養環境を整える 。  

イ  近隣の産科病院、医院と の連携をよ り 強固にし ていく こ と で特定妊婦の受け入

れ体制を強化する 。  

ま たハイ リ ス ク 妊娠、 妊婦への虐待、 メ ンタ ルヘルス ケアを必要と する 妊産婦

について院内精神科医と の連携によ り 、安心し て子供を産み育てら れる 周産期医

＜中期目標＞ 

小児救急病院と し て、 小児救急医療体制の充実を図る こ と 。  

＜中期目標＞ 

ア 地域周産期母子医療センタ ーと し て、 受入機能の充実に努める こ と 。  

イ  公的病院と し て特定妊婦を受け入れ、 出産・ 育児へのケアを行う こ と 。  
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療体制を構築する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

総分娩件数（ 件）  380     500 480 

ハイ リ ス ク 分娩件数（ 件）  58     100 90 

地域分娩貢献率（ ％） （ 圏域内）  7. 9 10. 1 9. 1 

 

（ 5） がん医療 

 

ア 国指定「 地域がん診療連携拠点病院」 と し て、 主な８ つのがんをはじ めと する

がん患者に、 外科治療・ 放射線治療・ 化学療法及び緩和医療を効果的に組み合わ

せた集学的・ 総合的医療を提供する 。  

・ 圏域唯一の「 がんゲノ ム医療連携病院」 と し て、がんゲノ ム医療拠点病院である

大阪国際がんセンタ ーと 密に連携し 、 各がん腫に対する オーダーメ イ ド 医療に

積極的に取り 組む。  

・ 腫瘍科医の確保、 がんゲノ ム 医療コ ーディ ネータ ーの育成、 遺伝性乳がん卵巣

がん症候群（ ＨＢ Ｏ Ｃ ） に対し て、乳腺外科、 産婦人科で協力し 予防手術を含め

たＨＢ Ｏ Ｃ 患者に対する 全人的医療の提供を目指す。  

・ 医師派遣に向けて経営幹部によ る 大学への働き かけを 強化する と と も に、 呼吸

器については、呼吸器外科、臨床腫瘍科及び内科系医師によ り 対応し つつ、肺が

んに特化し た呼吸器内科の再開を目指す。  

・ 手術支援ロ ボッ ト について、 ２ 台の効率的活用を 図る と と も に、 現在活用し て

いる 泌尿器、上部・ 下部消化管、婦人科領域に加え、 呼吸器領域での活用に取り

組む。  

・ 新たなリ ニアッ ク 導入で、こ れま で

よ り 難易度の高い照射が可能と な

り 、 患者負担の軽減と 高単価の放

射線治療を行う 。  

 

 

 

 

 

 

・ 分子標的薬や免疫チェ ッ ク ポイ ント 阻害剤の増加によ り 、 抗がん剤治療は減る

＜中期目標＞ 

国指定の地域がん診療連携拠点病院と し てがん診療機能を強化する こ と 。  

「 Image courtesy of Varian Medical Systems, Inc. All rights reserved.」  
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傾向にある が、 薬物療法の一定数の確保に努める 。  

・ 多職種から なる 緩和ケアセンタ ーが、緩和ケア外来・ 緩和ケア病棟・ 緩和ケアチ

ームの統括を 行い、 効率的に情報共有を図り ながら 入院通院を 問わず緩和ケア

提供の更なる 充実を目指す。  

・ 研修会、カンファ レ ンス の開催によ り 、地域の緩和ケアをリ ード し 、在宅緩和ケ

ア体制を支援する 。  

イ  がんに関する 相談支援と 情報提供について、患者と その家族の悩みや不安を汲

み上げ、 患者と 家族にと ってよ り 相談し やすい支援体制を実現する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

がん手術件数（ 件）  859 800 800 

がん放射線治療新患者数（ 人）  116 280 280 

がん外来薬物療法（ 化学療法） 延患者数（ 人）  4, 342 4, 200 4, 200 

院内がん登録件数（ 件）  1, 771 1, 700 1, 700 

 

（ 6） 高度・ 専門医療 

 

圏域の中核病院と し て、５ 疾病のう ち上述のがん医療以外４ 疾病（ 脳卒中等の脳

血管疾患、 心筋梗塞等の心血管疾患、 糖尿病及び精神疾患） 及び超高齢社会にお

ける 高齢者に対する 治療を中心と し た高度で質の高い専門医療を積極的に提供す

る 。  

ア 脳卒中等の脳血管疾患 

・ 脳神経外科と 脳神経内科で協力し 、 救急隊員から の「 脳卒中ホッ ト ラ イ ン 」 の 

２ ４ 時間３ ６ ５ 日体制を継続し 、超急性期血栓溶解療法（ ｔ -Ｐ Ａ ）、脳外科的直

達手術並びに脳血管内手術を増加さ せる と と も に、 脳卒中専用病床の効率化を

図る 。 あわせて体制強化のための医師確保に努める 。  

・ 脳卒中の各疾患に最適な内科治療を集中的に行い、 早期の回復へ繋げる 。  

・ 原因と なる 基礎疾患や血管障害の悪化因子を明ら かにし 、 再発予防に向けた治

療を行い、 地域医療機関等へ情報提供を行い連携する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

脳ホッ ト ラ イ ン受入件数（ 件）  277 280 280 

 

＜中期目標＞ 

脳卒中等の脳血管疾患、 心筋梗塞等の心血管疾患、 糖尿病及び精神疾患を中

心と し た高度で質の高い専門医療の提供に努める こ と 。  
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イ  心筋梗塞等の心血管疾患 

・ 循環器内科と 心臓血管外科が一体と なり 、 すべての循環器疾患に対応する 体制

を拡充する 。 あわせて体制強化のための医師確保に努める 。  

・ Ｉ Ａ Ｂ Ｐ ( 大動脈内バルーンパンピ ング) 、 Ｐ Ｃ Ｐ Ｓ  ( 経皮的心肺補助) など 、 重

篤で緊急性の高い循環器疾患患者に２ ４ 時間体制で対応する 。  

・ 内科的治療抵抗性の外科的治療を要する 冠動脈、 弁膜症など の心疾患の外科的

治療を提供する 。  

・ 急性心筋梗塞や大動脈解離など の緊急手術が必要な疾患に対し て、 ２ ４ 時間  

３ ６ ５ 日対応する 体制を確保する 。  

・ Ｔ Ａ Ｖ Ｉ （ 経カテーテル的大動脈弁置換術） の施設基準を維持する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

冠動脈イ ン タ ーベン ショ ン （ PCI ） （ 件）  282 300 300 

心臓胸部大血管手術件数（ 件）  91 100 100 

 

ウ  糖尿病 

・ 二次予防・ 重症化予防及び三次予防に重点を置いた医療を提供する 。  

・ 糖尿病性腎症の重症化リ ス ク の高い医療機関未受診者等に対し て、 市と 連携し

市民への広報等を通じ て受診勧奨を行い、 かかり つけ医での治療に繋げる 。  

・ 重症化リ ス ク の高い人に対し て対象者を選定し て保健指導を 行い、 人工透析等

への移行を防止する 。  

・ 近隣医療機関で血糖コ ン ト ロ ール・ 合併症で治療に難渋する 症例について柔軟

に受け入れを行い、 各診療科・ 部門で協調し て治療に当たる 。  

・ 併存症と し て糖尿病を有する 各種疾患については、 必要に応じ て治療法の見直

し の要否を検討し 、 近隣医療機関に情報提供を行う 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

血糖コ ン ト ロ ール不可例の教育入院件数

（ 件）  
35 30 70 

市民公開講座開催（ 年１ 回以上）  ― 実  施 実  施 

 

エ 精神疾患 

・ 精神科専用病床は持たないが、 身体合併症のための入院患者の心のケア、 コ ン

サルテーショ ン（ 精神科リ エゾン） や認知症患者の周辺症状（ Ｂ Ｐ Ｓ Ｄ ） には積

極的に対応する 。  

・ 認知症外来診療を引き 続き 脳神経内科及び精神科で行う 。 こ れま での精神科で

の「 も の忘れ外来」 に加え、認知機能検査外来も 開始し 、 アミ ロ イ ド Ｐ Ｅ Ｔ など
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高度な画像診断の要件と なる 認知症機能検査を積極的に実施し 、 認知症外来診

療を強化する 。  

・ 依存症やその他の専門治療プロ グラ ムが必要な疾患など 、 医療センタ ーで対応

困難な場合には、 対応可能な精神科施設を紹介する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

外来延患者数（ 精神科） （ 人）  4, 433 5, 000 5, 000 

認知症ケア加算算定の実績件数（ 件） ※ 7, 319 8, 000 7, 500 

  ※新たに開始し たリ エゾ ン 加算と の併算定不可のため件数は抑制さ れる 。  

 

オ 高齢者医療 

・ 超高齢社会において、 今後も 増加が予想さ れる 認知症及び軽度認知障害（ ＭＣ

Ｉ ） 患者に対し 、 精神科によ る 認知症外来診療（ も の忘れ外来）、 脳神経内科に

よ る 認知症治療を積極的に行い、 地域包括ケアシス テム の一環と し ての多職種

連携の推進を図る 。  

・ 軽度認知障害（ ＭＣ Ｉ ） に対する アミ ロ イ ド Ｐ Ｅ Ｔ など 高度な画像診断機器に

よ る アルツ ハイ マー病早期診断、そのための認知機能検査外来（ 精神科） 及び保

険適用になっ た治療薬の抗アミ ロ イ ド β抗体薬投与についても 積極的に行う 。

そのための精神科と 脳神経内科の連携強化を図る 。  

・ 今後も 増加する こ と が予想さ れる 高齢者の大腿骨骨折に対し 、 対応のための強

化を図る （ 最新の整形外科治療法の導入含む）。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

抗アミ ロ イ ド β抗体薬導入件数 13( 11-3 月)  15 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

アミ ロ イ ド PET-CT 
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（ 7） 災害時医療 

 

ア 災害その他緊急時には、 東大阪市地域防災計画に基づき 、 東大阪市長から の求

めに応じ て適切に対応する と と も に、 Ｂ Ｃ Ｐ （ 事業継続計画）、 水害時避難確保

計画及び防火・ 防災管理に係る 消防計画など 災害関連マニュ アルに基づき 、 病院

事業の継続に努める と と も に、 法人自ら の判断で医療救護活動を行う 。 ま た、 医

薬品、 食料等の備蓄、 非常用電源の確保を継続する 。  

イ  医療センタ ー及び中河内救命救急センタ ーで共同し 、圏域唯一の災害拠点病院

と し て、 他の災害拠点と の連携、 地域の災害協力病院と の連携を深めていく 。  

災害医療の知識・ 技術の向上、 災害時対応シス テムの構築、 地域医療機関と 連

携し た合同災害訓練の拡充を図る 。 ま た、 大規模災害発生時の援助要請に応える

ため、災害時医療派遣チーム（ Ｄ ＭＡ Ｔ ）・ 災害支援ナース の養成と 維持及び機能

強化を図る 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

災害関連マニュ アル（ Ｂ Ｃ Ｐ 、 水害時避難

確保計画、 防火・ 防災管理に係る 消防計

画） の点検・ 見直し  

実  施 継  続 継  続 

中河内救命救急セン タ ーと の合同災害訓練

の実施（ １ 回/年）  
実  施 継  続 継  続 

日本Ｄ ＭＡ Ｔ 隊員の養成・ 維持 13 名 12 名以上 12 名以上 

災害支援ナース の養成・ 維持 3 名 2 名以上 2 名以上 

 

（ 8） 新興感染症への対応 

 

ア 自治体が開設する 地域中核病院と し て、ま た新興感染症に係る 協定締結医療機

関と し て、 大阪府・ 東大阪市保健所等から の要請に従い、 感染症専用病棟、 帰国

者・ 接触者外来、 地域外来・ 検査センタ ー並びに発熱外来を整備し 、 中河内救命

救急センタ ーと 連携する 体制を構築する 。  

イ  既存の院内感染防止対策マニュ アル及び新興感染症発生を想定し たＢ Ｃ Ｐ（ 事

＜中期目標＞ 

ア 市の定める 地域防災計画に基づき 、 災害や事故の発生に備える と 共に、 災害

時においては、 市域の医療提供体制の中心的役割を担う こ と 。  

イ  災害拠点病院と し て求めら れる 機能の維持・ 向上に努める こ と 。  

＜中期目標＞ 

新型ウ イ ルス によ る 感染症等、 健康危機事象が発生し た時は市の担当部署等と 連

携し てその対応を講じ 、 公的病院と し ての役割を果たすこ と 。  
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業継続計画） を定期的に見直す。  

ウ  発熱者・ 感染患者（ 疑い患者を含む） と 非発熱者、 特に基礎疾患を持つ患者と

の動線分離に最大限配慮し た、適切な救急医療を提供でき る 救急外来体制を構築

する 。  

エ 新型コ ロ ナウ イ ルス 及びその他の新興感染症に関する 情報収集を 継続する と

と も に、 マニュ アルや院内感染対策用の備品を整備する 。  

オ 人材面において感染拡大にも 対応でき る よ う 、 常勤の呼吸器内科医の確保、 感

染制御にかかる 医師・ 看護師の育成に取り 組む。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

院内感染防止対策マニュ アルの点検・ 見直し  実   施 継  続 継  続 

新興感染症発生時 BCP の点検・ 見直し  実   施 実  施 実  施 

 

（ 9） その他の役割 

 

ア 予防医療 

専門性の高い領域の市民検診（ がん検診〔 胃がん、子宮がん、肺がん、乳がん〕）、

市民向け公開講座などを行い、 特に５ 疾病に対する 疾病予防の啓発に努め、 市民

の健康維持に寄与する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

市民公開講座開催（ 年１ 回以上）  ２ 回 実  施 実  施 

がん検診の実施 実  施 継  続 継  続 

イ  難病医療 

大阪府難病診療連携拠点病院と し て、指定難病に関する 専門医療の提供、保健

所や在宅医等の関係機関と の連携、市民への情報提供を行う こ と によ り 、患者が

住み慣れた地域において、 身近に専門医療（ 難病診療連携体制） を安心し て受け

る こ と ができ 、 療養を 継続でき る 体制を 院内の難病診療委員会を中心と し て構

築し ていく 。その達成のため、 医師のみなら ず、 多職種の協働が必要である こ と

から 、 各職種での人材を育成する 。   

＜中期目標＞ 

ア 検診、 公開講座等を通じ て疾病予防の啓発を行う こ と 。  

イ  難病患者に対する 適切な医療を行い、 患者・ 家族を支援する こ と 。  

ウ  臨床研究を行う こ と によ り 、 治療方法の開発や病気の原因解明に取り 組むこ

と 。  

エ 市が行う 保健・ 福祉関連施策に協力し 、 関係部署と の連携を図る こ と 。  
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【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

難病患者等入院診療延件数（ 件）  2, 108 2, 500 5, 000 

ウ  治験・ 臨床研究の推進 

･先進的な医療や治療方法の開発に資する ため、 臨床研究を 積極的に実施する 。 

･新医薬品等の開発促進に資する ため、 治験実施体制を強化する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

臨床研究新規実施件数（ 件）  90 60  60 

エ 保健福祉行政と の連携 

・ 大阪府中河内保健医療協議会、 東大阪市要保護児童対策地域協議会などの会議

体への参画を通じ て、 社会・ 医療問題に適切に対応でき る よ う 大阪府、 東大阪

市等行政機関と の連携を深め、市民の健康の保持増進に寄与し ていく と と も に、

院内においても 多様な相談に応じ ていく 。  

・ 東大阪市立障害児者支援センタ ー（ レピ ラ ） と の連携を図る 。  

 リ ハビ リ テーショ ン が必要な運動発達遅滞を 有する 児に対し 積極的な紹介を

継続する 。ま た言語発達遅滞を有する 児の原因検索及びフォ ロ ー目的にて紹介

し 、 当院と 連携し て診療を行う 。  

・ 国・ 大阪府・ 東大阪市が推奨する 「 人生会議（ Ａ Ｃ Ｐ ： アド バンス  ケア プ

ラ ンニング）」 について、啓発する と と も に、医療従事者と し て必要なサポート

を行える よ う 院内教育も 行う 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

東大阪市立障害児者支援セン タ ー（ レ ピ

ラ ） への紹介件数（ 件）  
45 30 30 
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2 患者満足度の向上 

（ 1） 患者満足度の向上 

 

ア 患者満足度調査（ 入院・ 外来） を引き 続き 実施し て、 医療環境及び患者サー

ビ ス の現状と 課題を把握し 、 患者満足度の向上につなげる 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

入院患者満足度＞90％ 達成( 98. 1)  継  続 継  続 

外来患者満足度＞90％ 達成( 96. 0)  継  続 継  続 

イ  患者等のご意見及び患者満足度調査結果に対し て、関係部署で迅速な改善に取

り 組み、 対応策を院内掲示等で公表し て患者サービ ス の向上を図る 。 普段から 接

遇の大切さ を浸透さ せ、 全職員が常に患者や家族の立場に立ち、 誠意を持った対

応をする こ と に取り 組む。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

職員接遇研修会開催（ 年 2 回以上）  実  施 継  続 継  続 

ウ  患者総合支援センタ ー及び地域医療連携室の入退院支援部門に、 入退院支援

及び地域連携業務に関する 十分な経験を有する 専従又は専任の看護師、 薬剤

師、 管理栄養士、 社会福祉士を配置し 、 入院前から 患者が安心し て療養に専念

でき る よ う 診療内容、 入院期間、 退院後の在宅療養に関する 説明を行い、 患者

の同意（ イ ンフォ ームド ・ コ ンセント ） を得た上で診療を開始する （ 入院前支

援体制の充実）。  

・ 患者支援窓口（ 医療相談窓口） において、 患者等から の疾病に関する 医学的

な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する 相談について丁寧に対応す

る 体制を充実さ せる 。  

＜中期目標＞ 

ア 患者満足度を向上さ せる こ と は、 経営の健全化にも 繋がる 重要な要素である

こ と から 、 定期的にアンケート を行う など 、 患者の満足度のモニタ リ ングを行

い、 満足度の向上に努める こ と 。  

イ  院内で働く 全ての職員一人ひと り が接遇の重要性を認識し 、 研修等によ り

日々向上に努める こ と 。  

ウ  入院患者を中心と し たき め細やかな配慮を行う こ と で、 入院中の生活面での 

 不安を取り 除き 、 病状の回復に専念でき る 快適な環境を提供する こ と 。  

エ 外来患者の診察・ 検査・ 会計の待ち時間を短縮し 、 院内滞在時間の短縮に努

める こ と 。  

オ 高度急性期・ 急性期の医療機関と し て、 退院後の生活をも 見据えた診療計画

と 医療を提供する こ と 。  
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・ 入院患者の基本的な日常生活能力、 認知機能、 意欲等について総合的な評価

を行った上で入退院支援を行う 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

入院時支援実施件数（ 件）  7, 334 7, 500 7, 500 

エ 外来での院内滞在時間短縮のため、 外来業務プロ セス 改革を継続し て行う 。  

・ 患者満足度調査で実態を調査する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

患者待ち時間アン ケート （ 外来） ＞80％

（ 患者満足度調査項目）  

未 達 成 

( 76. 7％)  
達  成 達  成 

オ 前述のウ と 同様の入退院支援部門に、 入退院支援及び地域連携業務に関する

十分な経験を有する 看護師及び社会福祉士を配置し 、 患者が安心・ 納得し て退

院し 、 早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続でき る よ う 支援する 。  

・ 入院後早期よ り 長期入院や退院困難な要因を有する 患者を抽出し 、 退院支援看

護師、 社会福祉士及び関係職種（ 薬剤師、 管理栄養士、 理学療法士など ） によ

る 退院支援計画書策定など 、 退院調整を行う 体制を充実さ せる 。  

・ 入院患者に対し て、 地域かかり つけ医療機関や介護サービ ス 事業所等と の連携

を推進し た上で、 社会福祉士及び退院支援看護師が介入し 、 早期退院ま たは転

院に向けて調整する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

入退院支援実施件数（ 件）  5, 047 14, 000 11, 000 

 

カ 退院後の療養について、在宅療養担当医療機関又は介護保険施設等と 共同し て

説明・ 指導の支援を行う 。 共同指導は対面で行う こ と が原則である が、 ビデオ通

話が可能な機器を用いて行う こ と も 可能と する 。  

 

（ 2） 院内環境の快適性の向上 

 

＜中期目標＞ 

ア 患者や来院者に、 よ り 清潔で快適な療養環境を提供する ため、 院内の整理、

整頓及び美化に努める こ と 。  

イ  施設の維持補修を計画的に行う と 共に、 誰も が利用し やすい環境を整備する

こ と 。  

ウ  ボラ ンティ アの受け入れを推進し 、 病棟など 多様な分野へのボラ ンティ ア活

動の拡充を図る こ と 。  
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ア 患者や来院者によ り 快適で安全な療養環境を整備する 。  

・ 病棟については、療養環境の向上を図る ため、使用し にく い個室Ｃ（ 三角個室）

のリ ニュ ーアル及び、 廊下・ 天井等の共有部分の改修を実施する 。  

・ 生理検査室については、 患者が安心し て検査を受けら れる 医療環境の向上を最

優先と し 、 プラ イ バシー確保など 、 業務効率化を目的と し て改修を実施する 。 

・ 外来については、 患者の療養環境およ び待合環境の向上を図る ため、 老朽化が

進んでいる 外待合ソ ファ ーを更新する 。  

・ 駐輪場の適正利用を推進し 、 利用状況に応じ た運用を行う 。  

イ  患者や来院者に、 よ り 快適な環境を提供する ため、 院内設備について計画的に

維持補修を行う と と も に、 院内に設置し ている ご意見箱や、 患者満足度調査を通

し て、 患者や市民の意見を収集し 、 よ り 一層の環境整備に努める 。  

ウ  患者ニーズを把握し 、 現在の活動に加えて新し い活動にも 取り 組める よ う 、 ボ

ラ ンティ アの登録者数増加に努める 。 院内デイ ケア活動における サポート 、 緩和

ケア病棟において患者に寄り 添う こ と によ り 、 不安の軽減、 入院生活の質の向上

に繋げていく 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

療養環境の改善 

 １ ） 周産期病室の簡易個室化 

再 検 討 

未 実 施 

 

実  施 

 

再 検 討 

２ ） 病棟の個室及び廊下等共用部分の改修 予定箇所実施 実  施 実  施 

３ ） 外来待合いの環境整備 実  施  実  施 実  施 

 

3 信頼性の向上と 情報発信 

（ 1） 医療の質・ 安全対策 

 
ア 日本医療機能評価機構の病院機能評価の受審によ る 医療の質改善活動の継続、

卒後臨床研修評価機構の臨床研修評価の受審によ る 臨床研修プロ グラ ム の改善

など を通し て、 よ り 良い医師の養成を進めていく 。  

イ  患者中心の医療を行う 。  

・ 各種の患者説明書及び同意書の整備 

・ イ ンフ ォ ームド ・ コ ンセント （ ※） 実施の徹底及び保存 

※イ ンフ ォ ームド ・ コ ンセント ＝医療提供前の十分な説明と 同意 

＜中期目標＞ 

ア 安全・ 安心で質の高い医療を効率的に提供でき ている か第三者によ る 評価を

受け、 継続的に業務改善活動に取り 組むこ と 。  

イ  医療安全対策やイ ンフ ォ ームド ・ コ ンセント を徹底する こ と 。  
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・ 第三者の適時・ 適切な介入（ 相談体制の拡充、メ ディ エーショ ン（ ※） の活用、

臨床倫理検討委員会の開催）  

※メ ディ エーショ ン＝患者と 医療者の対話を促進する 仲介的立場 

ウ  医療の質の向上を図る 。  

・ チーム医療及びク リ ニカルパス の充実 

・ 第三者によ る 視点の活用（ 病院機能評価など）  

・ 蓄積し たデータ の統計化に基づく 経年変化の分析や他の医療機関と の比較 

・ ボト ムアッ プ方式の活用（ 現場の意見の吸い上げ、 Ｔ Ｑ Ｍ（ ※） 大会の開催な

ど ）  

※Ｔ Ｑ Ｍ＝ト ータ ル・ ク オリ ティ ・ マネジメ ント （ 病院全体で医療・ サービス の質を

継続的に向上さ せる こ と ）  

エ 医療安全管理・ 感染制御は法人運営や危機管理の根幹をなすも のであり 、 こ れ

ら への高い意識と 理解は組織文化と し て醸成さ れる 必要がある こ と から 、以下の

取組みを進める 。  

・ 医療安全チェ ッ ク シート によ る 自主点検、 医療安全相互チェ ッ ク 、 医療安全に

関する 研修（ 医療安全推進週間） 等を継続し て実施する など 、 医療安全の充実

を図る 。  

・ 職員への積極的な情報発信及び研修企画 

・ 院内で発生し た事象についての報告体制及び院内ラ ウ ンド 体制の強化 

・ 効果的な対策の企画と 評価 

  オ 虐待防止（ 児童虐待、妊婦への虐待、夫婦間での虐待、認知症高齢者への虐待）

の啓発に積極的に取り 組む。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

医療安全研修受講率（ ％）  100. 0 100. 0 100. 0 

感染対策（ I CT） 研修受講率（ ％）  100. 0 100. 0 100. 0 

 

（ 2） 情報発信、 個人情報保護 

 

ア ウ ェ ブサイ ト （ ホームページ） 等によ り 、 受診案内、 医療情報、 診療実績及び

法人の経営状況等を積極的に発信する こ と で患者や地域と の信頼関係を築き 、選

＜中期目標＞ 

ア ウ ェ ブサイ ト 等によ り 、 受診案内、 医療情報、 診療実績及び法人の経営状況

等を積極的に発信する こ と で患者や地域と の信頼関係を築き 、 選ばれる 病院と

なる よ う 努める こ と 。  

イ  患者の権利を尊重する と と も に、 個人情報保護について適切に対処し 、 信頼

性の向上に努める こ と 。  
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ばれる 病院と なる よ う 努める 。  

・ 広報・ ホームページ委員会を中心に、 ホームページのリ ニュ ーアルを行う 。  

・ 地域医療連携室を中心に、 診療案内を充実さ せる 。  

イ  患者の権利を尊重する と と も に、個人情報保護について改正さ れた個人情報保

護法に基づき 適切に対処し 、 信頼性の向上に努める 。  

・ 医療セン タ ーが保有する 患者の個人情報を適切に取り 扱う ために、「 診療に関

する 個人情報取扱マニュ アル」 を整備する と と も に、 職員に対し て個人情報保

護の意識啓発を行う 。  

・ 医療センタ ーが保有する 診療情報等の個人情報については、 外部に流出する こ

と がないよ う 、 電子カルテシス テム等のセキュ リ ティ 強化、 バッ ク アッ プ強化

を行う と と も に、 個人情報保護の重要性を周知徹底する 等の対策を講じ る 。  

ウ  医療事務（ 保険請求・ 領収） への市民から の信頼性の向上に努める 。  

・ 医療情報に関する デジタ ル化の推進によ り 、医療事務の効率・ 精度向上を図る 。

あわせてマイ ナ保険証の利用促進を引き 続き 行う 。  

・ 質が担保さ れたＤ Ｐ Ｃ データ の提出及び高い精度のレ セプト （ 診療明細） の作

成によ り 、 市民から の保険請求・ 領収への信頼性の向上に努める 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

個人情報保護研修 実  施 継  続 継  続 

 

4 地域医療機関等と の連携強化 

（ 1） 地域医療支援病院と し ての機能強化 

 

ア 地域医療支援病院と し て、 ま た高度急性期・ 急性期医療を担う 地域の中核病院

と し て、 圏域で目指すべき 役割を明確にし た上で、 効果的な地域医療連携の強化

に取り 組むため、 患者総合支援センタ ー及び地域医療連携室の機能向上を図る 。 

・ 紹介患者の確実かつ迅速な受入れの徹底や良質な医療の提供、 及びかかり つけ

医等への患者の逆紹介を強化する 。  

・ 医療連携、 特に救急患者連携搬送を含む退院調整機能及び退院時支援機能を強

化する 。  

＜中期目標＞ 

ア 高度急性期・ 急性期病院である 医療センタ ーの機能を果たすために、 地域の

医療機関や市の関係部局と 連携し つつ「 かかり つけ医」 を持つこ と の啓発を行

い、 病状に応じ た紹介及び逆紹介によ り 、 地域で必要と さ れる 専門的な医療、

入院医療、 救急医療を積極的に行い、 機能分担を進める こ と 。  

イ   院内の施設・ 設備を地域に開放し 共同診療を行う ほか、 地域医療確保のため

の研修会の開催を行う こ と 。  
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・ 在宅医療に関する 情報の提供など 在宅医療の支援を強化する 。  

・ 居宅、 或いは介護施設等での療養の支援や情報提供を強化する 。  

・ 救急医療、 特に生命にかかわる 重症救急患者の受入れ（ 救急搬送、 即Ｉ Ｃ Ｕ等

入院） を強化する 。  

・ 高額医療機器共同利用の受託実績の向上（ Ｃ Ｔ 、ＭＲ Ｉ 、超音波、骨密度など）  

・ 地域の医療従事者に対する 研修を継続実施する 。  

・ 紹介予約センタ ー機能の拡充・ 強化によ り 、 患者の利便性を高める 。  

・ 地域連携（ 情報提供） ソ フ ト の有効活用によ り 、 地域医療機関への情報提供を

強化する 。  

・ 地域医療連携ネッ ト ワ ーク シス テムの導入を引き 続き 検討し 、 地域の医療機関

と の連携強化に取り 組む。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

紹介患者数（ 初診に限る ） （ 人）  19, 049  21, 000 19, 000 

逆紹介患者数（ 人）  47, 762 48, 000 ※20, 000 

高額医療機器の共同利用の受託件数（ 件）  3, 073 3, 400 3, 400 

地域渉外件数（ 件）  105 ― 200 

※運用見直し に伴い計画値について再検討実施 

イ  各診療科医師と 地域医療連携室で紹介件数の増加のために地域医療機関への訪

問を定期的に行う と と も に、 地域医療支援病院運営委員会や地域医療機関へのア

ンケート など を通し てニーズ把握に努め、 共同診療や研修会に活用する 。    

ま た、 定期的な情報誌の発刊、 ホームページ等での情報発信、 登録医総会、 地域

研修会、 懇話会、 連携会議等を通し て、 顔の見える 関係づく り や情報発信・ 共有を

行う 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

登録医総会実施（ 1 回/年）  実  施 継  続 継  続 

かかり つけ医アン ケート 調査実施（ 1 回/ 

2 年）  

令和５ 年度 

実  施 
継  続 

令和７ 年度 

実  施 

地域医療従事者向け研修会の開催（ 年 12 回

以上） の実施 
実  施 継  続 継  続 

 



18 

（ 2） 地域包括ケアシス テム構築への貢献 

 

ア 医療・ 介護・ 福祉施設や市と 連携し 、 地域包括ケアシス テムにおける 高度急性

期・ 急性期病院と し ての役割を果たす。  

・ 在宅療養担当医療機関、 訪問看護ス テーショ ン等と の共同又はビ デオ通話が可

能な機器を用いて、 退院時に居宅での療養について支援、 患者紹介を行う 。  

・ 地域包括支援センタ ーや介護支援専門員（ ケアマネジャ ー） と 連携し 、 退院後

導入が望ま し い介護サービ ス 又は障害福祉サービ ス や退院後に利用可能な介

護サービス 又は障害福祉サービ ス について患者支援（ 説明・ 指導・ ケアプラ ン

等の作成）、 患者紹介を行う 。  

・ 退院後の療養において、 介護サービ ス 又は福祉サービ ス を提供する 介護保険施

設等に対する 情報提供を強化する 。  

・ 市、 保健所、 学校、 保険薬局及び介護・ 福祉関係機関に対し て積極的に情報提

供を行う 。  

イ  医療・ 介護・ 福祉機関等と のネッ ト ワ ーク づく り に貢献する と と も に、 地域の

関係者と の信頼関係を深めて連携を強化し 、 高度急性期・ 急性期病院と し て診断

から 治療、 在宅へと 地域全体で医療・ 保健・ 福祉サービ ス を切れ目なく 提供し て

いく こ と で在宅復帰につなげる 。  

・ 地域の他の病院と の役割分担の中で、 高度急性期・ 急性期を担う 病院と し て、

急変時の受入体制の構築について、 新たな地域医療構想を見据えて検討する 。 

ウ  緩和ケア病棟等を退院し た患者に、 T（ チーム医療） カード を発行し 、急変時に

はカード の提示によ り 休日・ 夜間でも 必ず受入を行い、 退院後も 患者・ 家族が安

心し て在宅療養を行える 環境を継続する 。  

  ま た、 在宅療養支援病院を後方支援し 、 さ ら に在宅療養後方支援病院と なる こ

と については、 新たな地域医療構想を見据えて検討する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

在宅療養担当医療機関、 訪問看護ス テーシ

ョ ンと の退院時共同指導及び患者紹介・ 情

報提供の件数（ 件）  

224 270 270 

介護保険施設等の専門員と の退院時連携指

導（ ケアプラ ン 等作成支援） 及び患者紹介・

情報提供の件数（ 件）  

173 220 205 

 

＜中期目標＞ 

ア 医療・ 介護・ 福祉施設や市と 連携し 、 地域包括ケアシス テムにおける 役割を

果たすこ と 。  

イ  医療ネッ ト ワ ーク 構築に関する 協議会等において、 地域の中核病院と し ての

役割を担う こ と 。  
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1 業務運営体制の構築 

（ 1） 内部統制 

 

ア 内部統制の基盤である 統制環境と し て、 病院の理念と 基本方針を策定・ 浸透

さ せる 。  

・ 当センタ ーの理念及び基本方針を委託業者も 含めた全職員に浸透さ せ、 実践に向

け一丸と なって取り 組む。  

イ  地方独立行政法人病院と し て、 経営・ 運営の公共性・ 公平性、 及び透明性を

確保し 、 内部統制の仕組みが有効に機能し ている かの点検・ 検証、 その結果を

踏ま えた必要な見直し を行う など 充実・ 強化を図る 。 内部統制の構築・ 運用状

況について、 定期的に点検を行う と と も に、 監事の監査を受ける 。 ま た、 職員

一人ひと り が内部統制の重要性を認識し 、 自主的に法令を遵守し 、 かつ高い職

業倫理及び医の倫理観を持って、 有効的・ 効率的に業務を遂行する 組織風土を

醸成する 。  

  本計画は、 公立病院経営強化プラ ンと し て位置づけさ れており 、 策定段階で

の説明、 策定後も 年１ 回以上の点検をホームページ等で公表を行い、 住民の理

解を得る よ う 努める 。  

第３  業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するた

めとるべき措置 
 

＜中期目標＞ 

地方独立行政法人制度の特長を十分に生かし 、 意思決定の仕組みや指示系統の構

築を始め、 業務運営の改善を行う こ と 。  

ま た、 働き たいと 思われ、 選ばれる 病院と なる よ う 、 人事給与制度の構築や職場

環境の改善、 人材育成など 、 職員の満足度が向上する 施策を展開する こ と 。  

＜中期目標＞ 

ア 医療センタ ーの理念と 基本方針を委託業者も 含めた医療センタ ーで働く 全て

の者が理解し 、 その目的達成に向け一丸と なって引き 続き 取り 組むこ と 。  

イ  地方独立行政法人に求めら れる 内部統制の目的に留意し 、 当該中期目標に基

づき 法令等を遵守し つつ業務を行い、 医療センタ ーの設立目的を有効かつ効率

的に果たすための仕組みを適切に運用する こ と 。  

ウ  各種情報収集・ 分析を基にし た企画及び院内・ 院外への広報や連絡調整と い

った、 組織横断的な経営企画機能の強化を図り 、 リ ス ク マネジメ ント 体制を構

築する こ と 。  

エ 明確な役割分担と 適切な権限付与によ り 、 効率的・ 効果的な運営を引き 続き

行う こ と 。  
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1） 業務の公共性・ 公平性及び透明性等の確保 

・ 中期目標・ 計画に基づく 運営、 業務及び財務改善を行う Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルを繰

り 返す。  

計画・ 事業実績は市に報告する と と も にホームページ上に公表し 、 透明性を確

保する 。  

・ 診療科及び各部局毎の年度計画を策定し 、 病院全体の月次実績及び収支状況は

理事会に報告する 。  

・ 毎年度、 決算終了後速やかに事業実績等を理事会（ 監事） に報告する と と も

に、 ホームページ上等で公表する こ と によ り 、 業務の透明性を高める 。  

2） 財務報告の信頼性の向上 

・ 監事への病院会計・ 決算及び財務報告を迅速に行い、 監査体制を確立する 。  

・ 月次の患者数・ 収支状況については毎月理事会に報告する 。  

3） コ ンプラ イ アンス （ 法令遵守） の強化 

・ 職員倫理規程、 個人情報保護規程、 ハラ ス メ ント 防止規程等に基づく 法令遵守

意識を徹底する 。  

・ 業務方法書・ 規程・ マニュ アルの整備状況を把握し 、 定期的な点検を実施す

る 。  

・ 内部通報窓口・ 外部通報窓口の設置（ 仕組み） を継続する 。  

・ 倫理監督者及びコ ンプラ イ アンス 統括担当監の設置（ 仕組み） を継続する 。  

ウ  医療過誤と いった医療安全上のリ ス ク 、 職員の不祥事など の経営上のリ ス ク 、

自然災害など の外的リ ス ク に対し 、 適切に管理する 仕組みを整備する 。  

エ 重大な事象が発生し た場合は、各種専門家で構成さ れた独立し た第三者によ る

検証組織を設置し 、 原因の究明と 再発防止策を策定する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

内部統制（ ガバナン ス ） 体制の確立（ 内部

統制委員会を 含む）  
実  施 継  続 継  続 

病院会計及び財務報告の監査体制の構築 実  施 継  続 継  続 

規程・ マニュ アル等の整備状況の点検 実  施 継  続 継  続 

 

（ 2） 医療資源等の有効活用 

 

ア 病棟別・ 診療科ごと の病床稼働率、曜日別・ 時間帯ごと の手術室の使用率を検

＜中期目標＞ 

ア 病床、 手術室の稼働状況に注視し 、 その効果的な活用に努める こ と 。  

イ  医療機器の購入後は、 投資に見合った活用ができ ている か継続的に確認し 、

必要に応じ て見直し を図る こ と 。  
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証し 、 効果的な活用を行う 。  

手術室１ １ 室を効率的に利用し 、手術件数、全身麻酔件数の増加を目標と する 。

麻酔科医、 手術室看護師、 臨床工学技士、 薬剤師等を確保し 、 手術診療の質と 安

全を担保する 。 ま た、 隣接し たＩ Ｃ Ｕを有効活用する 。  

イ  電子カルテシス テムの更新が終了し たので、今後は次世代型（ ク ラ ウ ド 型） 電子カ

ルテシス テムへの移行を見据えた情報収集を行う 。 ま た、 高額医療機器の使用状況

を集約し 、 導入効果を検証する 。  

ウ  国指定地域がん診療連携拠点病院と し てその責務を果たすために、新たに導入

し た放射線治療機器によ り 、よ り 高度な治療技術、高精度及び安全性を担保する 。 

  今後、 Ｉ Ｃ Ｔ を導入し て地域医療機関と の画像共有等を進め、 よ り ス ムーズな

地域医療連携を推進する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

病床稼働率（ ％）  82. 4 85. 3 87. 7 

総手術件数（ 件）  7, 647  8, 000  8, 000 

全身麻酔件数（ 件）  3, 849 4, 000 3, 900 

ダビ ンチ（ ロ ボッ ト 支援）手術実施件数（ 件） 322 400 400 

Ｉ Ｃ Ｕ （ 特定集中治療室） 管理件数（ 件）  2, 667 3, 300 3, 300 

 

2 人材の確保と 育成 

  

（ 1） 人材の確保 

 

ア 地域の中核病院と し て、 高度急性期・ 急性期医療を提供する ために必要な人材

の確保（ 量の確保） と 、 機能の充実・ 拡充（ 質の向上） を継続し ていく 。 優秀な

人材を確保し 、 能力を発揮でき る 働き やすい環境を整備する 。  

・ 臨床研修医、 専攻医及び常勤医師の確保のため、 以下の施策を行う 。  

① 働き 方改革に則し た勤務体制を確保する 。  

②関連大学への働き かけを 中心に、 高度急性期・ 急性期医療を 提供する う えで

必要な医師を確保する 。  

＜中期目標＞ 

ア 医療センタ ーが提供する 医療水準を向上さ せる ため、 優秀な医師、 看護師及

び医療技術職員の安定確保に努める こ と 。  

イ  病院特有の事務に精通し た職員を確保し 、 事務部門の職務能力の向上を図る

こ と 。  

ウ  各診療科や入院・ 外来の人員配置を適切に行い、 効率的・ 効果的な業務運営

に努める こ と 。  
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・ 看護職については、 実習生受入れ、 病院見学会、 働き 続ける こ と のでき る 環境の

整備、 非常勤嘱託の活用など によ り 、 体制強化に必要な人員確保に努める 。  

・ 薬剤師、 医療技術職、 医療ソ ーシャ ルワ ーカーについては、 患者支援の充実に必

要な体制を確保する と と も に、 人材の確保に努める 。  

イ  事務職については、 自ら 課題解決に取り 組み、 将来的に病院運営の中核を担っ

ていける 人材の確保に努める 。  

ウ  適切かつ弾力的な人員配置に努める 。  

1） 医務局 

   医師の働き 方改革にかかる 時間外勤務縮減について、医師数の増加を図る こ と

に加え、業務の効率化のためにシフ ト 勤務など勤務時間帯の見直し やフレ ッ ク ス

タ イ ム制の導入など 、 柔軟な勤務体制の構築を検討する と と も に、 他の医療機関

での勤務時間を含めた個人別・ 月別の時間外勤務の実態把握、 医師間のタ ス ク シ

ェ ア、 他職種へのタ ス ク シフ ト 、 当直許可申請、 ３ ６ 協定の締結、 市民・ 患者へ

の働き 方改革への協力依頼等を進める 。  

   引き 続き 勤務環境の改善、 時間外勤務縮減の取組みを推し 進め、 時間外・ 休日

勤務が、 年間９ ６ ０ 時間を超える 医師は生じ ないよ う に取組みを進める 。  

    

2） 看護局 

   コ マンド センタ ー（ ※） の運用によ り 、 病床稼働率や病床回転率、 重症度、 医

療・ 看護必要度の重症患者割合等によ って、 看護職員の傾斜配置を実施する 。 ま

た、 患者数や業務内容及び診療報酬に対応でき る 適正配置に努める と 同時に、 短

時間勤務や１ ２ 時間夜勤、 夜勤専従勤務等を促進し 、 多様で柔軟な勤務体制の構

築と 人員配置を検討する 。  

※コ マンド センタ ー＝病院内の多種多様なデータ を包括的に解析、 分析する こ と で、

患者の入退院を最適化する こ と を支援する 医療 DXツール 

3） 薬務局 

医療の質を向上する べく 、患者に対する 薬物治療に適切な介入を行い貢献する

ための人員配置を行う 。院内での医薬品の安全管理と 適正な供給に務める と と も

に、 新たな診療報酬算定によ る 収益増、 患者支援拡充に必要な効率的かつ効果的

な人員配置を検討する 。  

4） 医療技術局 

   就業規則に定めら れた、 医療技術局職員の勤務時間を柔軟に活用する こ と で、

各科、 係の業務形態に合わせた弾力的な人員配置を行う 。 あわせて、 既存業務の

棚卸し を行い、慣例化し た非効率な業務プロ セス の見直し や I CTの活用を進める

こ と で、 組織全体と し ての業務負担を軽減し 、 効率的かつ効果的な業務運営を検

討する 。  
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5） 法人本部・ 事務局 

持続可能な事務職員の適正配置に努め、将来的な人材育成を見据えたジョ ブロ

ーテーショ ンを進める 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

医師数（ 専攻医含む） （ 人）  165    160    160 

看護師離職率（ ％）  11. 0   10％以内 10％以内 

 

（ 2） 人材の育成 

 
ア 全体 

質の高い医療の提供及び安定し た経営基盤を構築する ため、 優秀な人材の確

保、定着、育成について充実・ 強化を図る と と も に、その資質の向上に努める 。  

職員の大半が専門職である と いう 特殊性に鑑み、 研修プロ グラ ムの改善及び

充実を図り 、 人材育成を戦略的・ 計画的に行う ため、 研修計画の策定及び効果

の検証を行う 。  

イ  医務局 

医師については、 臨床研修医制度及び専門医制度の動向に迅速かつ適切に対

応し 、 若手医師の育成を図る こ と に加えて、 指導医の育成も 行う 。  

最新の知識・ 技術の取得に繋がる 学会発表や研修会への参加を促し 、 計画的

に有資格者を増やす。  

ウ  看護局 

看護師･助産師については、 新人看護職員研修やク リ ニカルラ ダー制度によ

る 継続教育を実施する 。 ま た学会発表や研修会への参加を促進する 。  

患者・ 家族に良質で効率的な医療を提供する チーム医療の中心的な役割を果

たすと と も に、 医療の質の確保、 地域と の切れ目のないケアの推進に向け活動

する 必要がある こ と から 、 診療看護師（ Nur se Pr act i t i oner : NP） の導入を検討

し 、 専門看護師、 認定看護師及び認定看護管理者の育成に取り 組む。 ま た、 看

護師の特定行為研修指定研修機関と し て、 特定行為を行う 看護師の養成に取り

組む。  

エ 薬務局 

   薬剤師については、 薬剤師研修制度の動向に迅速かつ適切に対応し 、 若手薬

剤師の育成を図る こ と に加えて、 専門薬剤師の育成も 行う 。 ま た、 新人薬剤師

＜中期目標＞ 

職員の職務能力・ コ ミ ュ ニケーショ ン能力の向上など 役割に応じ た多様な研修 

によ る 人材育成を戦略的・ 計画的に行う こ と 。 特に、 職員の意識改革を図る 措置

を講じ る こ と 。  
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教育や実務実習生に対する 教育プロ グラ ムの改善及び充実を図り 、学会発表や

研修会への参加を促進する 。  

オ 医療技術局 

   医療技術局については、それぞれの領域の専門技師・ 認定技師等の資格取得、

資格維持に繋がる 各種学会や研修会の参加を促す。 ま た、 特定の職員にし か対

応でき ない業務（ 属人化） が、 当該職員への過度な負担や時間外業務の偏り を

招いている 現状を解消する ため、マニュ アルの整備や多能工化（ 業務の標準化）

を推進する 。 職員間で等し く 業務を分担でき る 体制を整える こ と で、 医療技術

職と し て専門的な知識と 技術を高め、 最新の医療技術、 医療機器に対応でき る

人材育成に取り 組む。  

カ 法人本部・ 事務局 

計画的なジョ ブロ ーテーショ ンを進め、 職員のス キルアッ プと 院内の連携強

化を図り 、 広い視野で病院全体を見渡すこ と ができ る 人材を育成する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

指導医数（ 人） ※延数（ 領域毎に

カウ ン ト ）  
171 180 180 

（ う ち新規取得数） （ 人）  3 5 5 

診療看護師（ NP） 、 専門・ 認定看

護師、 認定看護管理者、 特定行為

ナース 数（ 人）  

51 55 55 

 

（ 3） 人事給与制度 

 
 ア 中期計画の実現に向けて、 モチベーショ ンの向上、 人材育成、 経営意識の向上

を柱と し た、 人事評価制度の構築に取り 組む。  

イ  職員給与の適正化に向けて、 同規模病院を参考に持続可能な給与制度を構築

し 、 職員一人ひと り が働き 甲斐を感じ る こ と ができ る よ う 、 経営状況や人事評価

等によ る イ ンセンティ ブを検討する 。  

ウ  働き 方改革の推進に向けて、 有給休暇の取得推進と 労働時間の適正化に向けた

取組みを進める 。 特に、 長時間労働に起因する 健康障害の防止に努める 。  

エ 優秀な成績を残し た所属や職員を表彰する こ と で、 組織の活性化と モチベーシ

ョ ンの向上を促す。  

 

＜中期目標＞ 

ア 職員の業務や能力を適切に評価でき る 人事評価制度の構築を検討する こ と 。  

イ  職員の給与は、 当該職員の勤務成績や法人の業務実績を考慮し 、 かつ、 社会

一般の情勢に適合さ せる こ と 。  
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【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

人事評価制度の実施 実  施 継  続 継  続 

 

（ 4） 職員満足度の向上 

 
ア ワ ーク ラ イ フ バラ ンス に配慮し た、 働き やすく 、 働き がいのある 職場環境の実現

に向け、 就労環境の向上を図る 。 ま た、 子育てや介護に資する 制度について、 利用

者だけではなく 全ての職員が理解を深め、 多様な働き 方を認め合い、 制度の利用と

職場復帰がし やすい環境づく り を進める 。  

 ・ 時間内診療の効率アッ プ及び時間外労働時間、 特に緊急医療等従事の時間を除く  

平日の残業時間の短縮を図る 。  

  ・ 外来診療において国（ 診療報酬制度） が進めている 紹介によ る「 専門外来の確保」

及び「 一般再来外来の縮小」 を推進し 、 医師等医療従事者の負担軽減を図る 。  

・ 院内保育所の充実及び受入れ拡大を図る 。  

イ  職員満足度調査を定期的に実施し 、 職員の意見、 要望をよ り 的確に把握し て、 そ

の結果の有効活用を図る 。  

ウ  専門性向上のための資格取得に対する 支援制度を設け、 各職種の専門、 認定資格

取得を促進し 、 患者に質の高い医療を提供でき る 体制を整備する 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

（ 医師） 時間外労働年 720 時間超えの医

師数（ ％） ※ 
7. 5 10. 0 10. 0 

有給休暇取得率（ ％）      78. 4 78. 0 78. 0 

職員アン ケート 総合満足度（ 60％以上）  
達 成 

( 63%)  
達  成 達  成 

※令和 6 年度よ り 時間外、 休日、 深夜の緊急医療への対応について９ ６ ０ 時間ま で認める こ と と し た。  

  

＜中期目標＞ 

ア ワ ーク ラ イ フ バラ ンス に配慮し た働き やすい就労環境の整備に努める こ と 。  

イ  職員が満足し て働く こ と ができ ている か定期的に測定し 、 適切に評価する こ

と 。 ま た、 その結果を現場にフ ィ ード バッ ク し 、 結果の有効活用を図る こ と 。  

ウ  職員が明確なキャ リ アプラ ンを描ける よ う 支援する と と も に、 自己研鑚を推

進する こ と 。  
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1 経営基盤の確立 

 

法人化２ 年目の平成３ ０ 年度に経常収支を黒字化し 、 以降、 令和２ 年度から ４ 年度

ま での３ 年間は、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策の補助金も 活用し ながら 、 黒字経営

を継続し た。 令和４ 年度末には利益剰余金が３ ３ 億円に達し 、 安定し た経営基盤を築

いたと 評価でき る 。 し かし 、 令和５ 年度以降は赤字に転じ たため、 経営の立て直し を

図り 、収益増のための設備投資等（ 令和 8 年度にＨＣ Ｕの整備、救急外来改修に着手）

を行い、 令和１ ２ 年度の黒字化を目指す。  

ア こ れま でに整備し た人的及び物的な医療資源を最大限有効活用し 、従来の経営

指標に加え、運営費負担金の影響を除外し た修正医業収支比率など の新たな指標

を 用いて、 経営状況を実態に即し た評価をする こ と で、 収支改善を加速さ せる 。 

イ  資金計画に基づき 業務運営に必要な資金（ 運営費負担金含む） を安定的に確保

し 、 財務基盤の安定化を図る 。  

【 指標】       

項 目 
令和 4 年度

実績 

令和 5 年度

実績 

令和 6 年度

実績 

第３ 期中期

計画 

令和８ 年度

計画 

経常収支比率（ ％）  106. 0 96. 3 94. 3    93. 8 95. 8 

医業収支比率（ ％）  101. 9 101. 1 101. 9 100. 5 101. 3 

修正医業収支比率（ ％）  95. 7 95. 0 95. 5 93. 9 95. 9 

参考） 病院事業決算状況（ 地独）  

修正医業収支比率（ ％） 全国平均 

    類似平均（ 500 床以上）  

 

83. 5 

88. 0 

 

83. 9  

89. 5  

 

82. 6  

88. 3  

 

―  

―  

 

― 

― 

※公営企業会計数値については、 営業＝医業と 置き 換えて記載。 その他医業（ 医業外） 収益の中

に運営費負担金（ 他会計負担金） 収益は含めずに記載。  

※修正医業収益と は、営業収益から 運営費負担金等収益を除いた収益で、修正医業収支比率と は、

修正医業収益の営業費用に占める 割合をいう 。  

第４   財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき

措置 

＜中期目標＞ 

地方独立行政法人の趣旨に沿った基準によ る 適切な運営費負担金のも と 、 収入確

保及び費用の節減、 その他中期目標に定める 種々の経営改善に取り 組み、 財務内容

の改善を図る こ と 。  

＜中期目標＞ 

ア 毎年度の経常収支比率を改善する こ と 。  

イ  業務運営に必要な資金を安定的に確保する こ と 。  
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2 収入の確保 

 

ア 診療報酬制度改定に迅速かつ適正に対応し 、施設基準や管理加算などの要件変

更を常に注視し ながら 、 必要な人材を確保する など 、 収益向上に向けた取組みを

強化する 。  

イ  外来医療では新規紹介患者数を、入院医療では新規入院患者数を最重要業績評

価指標（ KPI ） と し 、外来初診患者数と 新入院患者数の増加に最大限努める 。 退院

支援を強化し 、 病床回転率の向上を図る と と も に、 入院単価の向上やク リ ニカル

パス の適正化など 、 各部門で具体的な目標を設定し 、 その達成状況を定期的に確

認する こ と で、 経営管理を徹底する 。  

ウ  医学管理料ナビ 、 診療報酬算定補助ソ フ ト 等を有効活用し 、 精度の高い診療報

酬請求に繋げる 。  

エ 未収金の適切な防止と 回収 

・ 患者に対する 入院時の説明の徹底や院内連携によ り 、 未収金の発生の防止に努

める と と も に、 発生し た未収金については、 定期的な督促や滞納者から の承認

書の徴取等、 債権の法的保全措置を執り 、 適切に回収を行う こ と によ り 、 医業

未収金比率（ 医業収益に対する 個人未収金の割合） の低減に取り 組む。  

オ 診療報酬制度によ ら ない料金の設定 

・ 室料差額、 産婦人科関係料金、 文書料などの料金については、 常に原価を意識

し 、 周辺医療機関と の比較検討を行ったう えで、 適宜見直し を行う 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

入院診療提供額（ 百万円）  12, 941 15, 284 14, 756 

外来診療提供額（ 百万円）  5, 822 5, 754  5, 972 

      ※外来診療については、 一般外来は縮小、 専門外来を 強化 

＜中期目標＞ 

ア 法改正や診療報酬改定に対し て迅速に対応し 、 新たな基準・ 加算の取得など

によ り 収益を確保する こ と 。  

イ  地域医療機関から の新規紹介患者の増加を図り 、 新規入院患者の増加及び病

床利用率の向上によ る 増収を目指すこ と 。  

ウ  医療事務の電子化と 精度向上を図り 、 適切な診療報酬の請求に努める こ と 。  

エ 未収金の未然防止対策及び早期回収に努める こ と 。  

オ 診療報酬によ ら ない料金の設定については、 原価や周辺施設と の均衡など を

考慮し 、 適時、 適切な改定に努める こ と 。  
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3 費用の節減 

 

ア 職員の働き 方改革を推進し 、医療の質の向上、医療安全の確保、患者サービ ス

の向上を図り ながら 、 中期計画期間における 医業収益（ 医療提供額）、 職員数、

人件費支出見込に基づき 、 人件費比率を算出し 適正な水準を目指す。  

イ  切り 替え可能な薬品について、 原則的に後発医薬品を採用する 。  

ウ  医薬品、診療材料、医療機器の購入について、引き 続き ベンチマーク シス テム

を 活用し た価格交渉を継続する と と も に、 診療材料の採用品目の集約及び在庫

管理の適正化を図り 節減に努める 。  

エ 人的業務の委託契約及び機器・ 設備の保守委託契約について、 仕様の見直し

を 行い効率化を推進する こ と で委託費の節減を図る 。 あわせて、 経費診断サー

ビ ス 等を活用し 契約内容や費用水準の妥当性を検証する と と も に、 更なる コ ス

ト 縮減を図る 。  

【 指標】     

項 目 令和６ 年度実績 第３ 期中期計画 令和８ 年度計画 

修正医業収益対人件費比率（ ％）  51. 3 51. 1 51. 2 

修正医業収益対材料費比率（ ％）    32. 3 31. 3 30. 2 

修正医業収益対経費比率（ ％）  15. 7 15. 6 15. 7 

 

  

＜中期目標＞ 

ア 人件費比率の適正化を図る こ と 。  

イ  後発医薬品採用の更なる 促進を図る こ と 。  

ウ  診療材料等の調達コ ス ト の削減を図る こ と 。  

エ 各種契約の見直し （ 仕様の見直し 、 複数年契約等） によ り 、 経費の削減を図

る こ と 。  
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1 中河内救命救急センタ ーの運営 

 

ア 三次救急は大阪府の責務である と の認識のも と 、指定管理期間が満了と なる 令

和９ 年度以降の運営について、 大阪府、 東大阪市と 協議のう え決定する 。  

イ  中河内救命救急センタ ーと 医療センタ ーが連携し て救急患者に対し ，よ り 安全

でレ ベルの高い医療対応を行う 。  

ウ  毎月・ 毎年度の収支状況に基づき 、 大阪府と の十分な調整を継続する 。  

 

2 施設整備に関する 事項 

 

ア 施設の長寿命化 

築２ ５ 年以上が経過し 老朽化し た施設・ 設備について、 こ れま で以上に病院全

体の美化の徹底、 適切な点検を 実施する と と も に、 中期保全計画に基づき 計画的

に改修を行い、長寿命化を図る 。長寿命化に限ら ず、現在の医療提供に必要な設備

改修については、 積極的に行う 。  

・ 医療提供に必要な設備改修 

病棟一部を改修し 、 重症・ 中等症患者の受入体制を強化する と と も に、 I CUおよ

び一般病棟の負担軽減を図る ため、 HCU病床を増床する 。  

外来の救急外来・ 小児救急エリ アを今後 25 年間使用可能な体制へ改修し 、「 断

ら ない救急」 の実現に向けて救急部門およ び隣接機能を整備する 。  

・ 病院（ 療養環境・ 職場環境） の整備 

老朽化によ り 更新時期を迎えている 各フ ロ アの空調設備等の更新を 計画的に進

第５   その他の業務運営に関する重要事項を達成するためと

るべき措置 

＜中期目標＞ 

ア 中河内救命救急センタ ーの運営形態のあり 方について、 本市と と も に大阪府

と 十分な協議を行い方向性を決定する こ と 。  

イ  医療センタ ーと 中河内救命救急センタ ーの連携強化によ る 効率化など 、 相乗

効果を発揮する こ と 。  

ウ  事業運営に当たっては収支状況に注視し 、 管理運営事業の委託者である 大阪

府と 十分な調整を図る こ と 。  

＜中期目標＞ 

ア 建築から ２ ５ 年以上経過し た施設・ 設備について、 計画的に適切な点検・ 改

修・ 更新を行い、 長寿命化を進める こ と 。  

イ  従来の想定を超える 災害発生時に対応でき る よ う 、 施設の強靭化について検

討し 、 取組を進める こ と 。  
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める 。  

イ  災害対応 

従来の想定を超える 自然災害の際、 患者の生命及び病院機能を守る ため、 地下

一階の電力・ ガス・ 水道を含むイ ンフ ラ 供給設備を整備する 。 令和８ 年度は実施

設計並びに着工を目指す。  

ウ  計画期間中の施設改修、 設備整備、 医療機器導入・ 更新、 デジタ ル化対応を行

う 項目及び費用見込は以下のと おり 。  

 

  

    （ 単位： 百万円）  

項 目 取組内容 令和６ 年度実績 
第３ 期中期計画期

間における 見込額 
令和８ 年度計画 

施設改修 内装改修工事 227 7, 133 1, 113 

設備整備 
電気･空調･衛生など の

設備更新 
141 1, 465 1, 377 

医療機器導入･

更新 
高度医療機器 1, 373 2, 580 590 

デ ジ タ ル 化 対

応 
シス テム の導入･更新 74 2, 100 20 

合 計 1, 815 13, 278 3, 100 
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1 予 算（ 令和 8 年度）  

 

  （ 単位： 百万円）  

区  分 金額 

収 入 26, 930 

 営業収益 24, 155 

  医業収益 21, 028 

  運営負担金 988 

  救命救急セン タ ー事業収益 2, 027 

  その他営業収益 112 

 営業外収益 156 

  運営費負担金 45 

  その他営業外収益 111 

 資本収入 2, 619 

  運営費負担金 1, 216 

  長期借入金 1, 403 

  その他資本収入 0 

 その他の収入 0 

支 出 28, 956 

 営業費用 23, 646 

  医業費用 20, 458 

   給与費 10, 332 

   材料費 7, 043 

   経費 3, 027 

   研究研修費 56 

  救命救急セン タ ー事業費 1, 988 

  一般管理費 1, 200 

 営業外費用 79 

 資本支出 5, 231 

  建設改良費 3, 100 

  償還金 2, 129 

  その他資本支出 2 

 その他の支出 0 

第６   予算（ 人件費の見積りを含む。） 、収支計画及び資金計画 
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注１ ） 計数は、 項目毎に四捨五入し ている ため、 合計と 一致し ない場合がある 。  

注２ ） 期間中の診療報酬改定、 給与改定及び物価変動等は考慮し ていない。  

【 人件費の見積】  

期間中総額１ ０ ， ９ ６ ０ 百万円を支出し ま す。 なお、 当該金額は、 法人の役職員に係る 報酬、

基本給、 職員手当、 法定福利費及び退職手当の額に相当する も の。  

【 運営費負担金の繰出し 基準等】  

救急医療など の行政的経費及び高度医療など の不採算経費については、 毎年度総務省が発出す

る 「 地方公営企業繰出金について」 に準じ た考え方によ り 算出する 。  

 

長期借入金等元利償還金に充当さ れる 運営費負担金については、 資本助成のための運営費負担

金と する 。  
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2 収支計画（ 令和 8 年度）       

注１ ） 計数は、 項目毎に四捨五入し ている ため、 合計と 一致し ない場合がある 。  

注２ ） 期間中の給与改定及び物価変動等は考慮し ていない。  

 

  （ 単位： 百万円）  

区  分 金額 

収 入 24, 331 

 営業収益 24, 182 

  医業収益 21, 000 

  運営費負担金収益 988 

  資産見返物品受贈額戻入 5 

  資産見返補助金等戻入 52 

  救命救急セン タ ー事業収益 2, 027 

  その他営業収益 110 

 営業外収益 149 

  運営費負担金 45 

  その他営業外収益 104 

 臨時利益 0 

支 出 25, 299 

 営業費用 24, 095 

  医業費用 20, 740 

   給与費 10, 211 

   材料費 6, 392 

   経費 2, 801 

   減価償却費 1, 285 

   研究研修費 51 

  救命救急セン タ ー事業費 2, 027 

  一般管理費 1, 328 

 営業外費用 1, 204 

 臨時損失 0 

純利益 △968 

目的積立金取崩額 0 

総利益 △968 
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3 資金計画（ 令和 8 年度）  

注１ ） 計数は、 項目毎に四捨五入し ている ため、 合計と 一致し ない場合がある 。  

注２ ） 期間中の給与改定及び物価変動等は考慮し ていない。  

 

  （ 単位： 百万円）  

区  分 金額 

資金収入 32, 569 

 業務活動によ る 収入 25, 527 

  診療業務によ る 収入 21, 028 

  運営費負担金によ る 収入 2, 249 

  救命救急セン タ ー事業によ る 収入 2, 027 

  その他業務活動によ る 収入 223 

 投資活動によ る 収入 0 

  その他の投資活動によ る 収入 0 

 財務活動によ る 収入 1, 403 

  長期借入によ る 収入 1, 403 

  その他の財務活動によ る 収入 0 

 前事業年度から の繰越金 5, 639 

資金支出 32, 569 

 業務活動によ る 支出 23, 725 

  給与費支出 10, 960 

  材料費支出 7, 043 

  救命救急セン タ ー事業によ る 支出 1, 988 

  その他の業務活動によ る 支出 3, 734 

 投資活動によ る 支出 3, 102 

  有形固定資産の取得によ る 支出 3, 100 

  その他の投資活動によ る 支出 2 

 財務活動によ る 支出 2, 129 

  長期借入金の返済によ る 支出 1, 225 

  
移行前地方債償還債務の償還によ る

支出 
904 

  その他の財務活動によ る 支出 0 

 翌事業年度への繰越金 3, 613 
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1 限度額  １ ， ０ ０ ０ 百万円 

2 想定さ れる 短期借入金の発生事由 

ア 賞与の支給等によ る 一時的な資金不足への対応 

イ  予定外の退職者の発生に伴う 退職手当の支給等、 偶発的な出費への対応 

 

 
なし  

 

 

なし  

 

 
決算において剰余が生じ た場合は、 病院施設の整備、 医療機器の購入、 教育・ 研修体制

の充実、 将来の資金需要に対応する ための預金及び借入金の償還等に充てる 。  

 

 
1 料金  

医療センタ ーの料金については、 次に定める 額と する 。  

（ １ ）  健康保険法（ 大正１ １ 年法律第７ ０ 号） 第７ ６ 条第２ 項の規定によ り 厚生労働

大臣が定める 算定方法及び高齢者の医療の確保に関する 法律（ 昭和５ ７ 年法律

第８ ０ 号） 第７ １ 条第１ 項の規定によ り 厚生労働大臣が定める 療養の給付に要

する 費用の額の算定に関する 基準（ 診療報酬算定） によ り 算定し た額。  

（ ２ ）  健康保険法第８ ５ 条第２ 項及び第８ ５ 条の２ 第２ 項並びに厚生労働大臣が定

める 算定方法及び高齢者の医療の確保に関する 法律第７ ４ 条第２ 項及び第７ ５

条第２ 項の規定によ り 厚生労働大臣が定める 基準（ 食事療養及び生活療養費用

算定基準） によ り 算定し た額。  

（ ３ ）  特別室又は個室に入院する 者から 徴収する 入院料加算額及び診断書等の交付

手数料については、 理事長が定める 。  

（ ４ ）  消費税法（ 昭和６ ３ 年法律第１ ０ ８ 号） の規定によ る 消費税及び地方税法（ 昭

和２ ５ 年法律第２ ２ ６ 号） の規定によ る 地方消費税が課さ れる も のについては、

第７   短期借入金の限度額 

第８   出資等に係る不要財産の処分に関する計画 

第９   第８ の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に

供する計画 

第 1 0   剰余金の使途  

第 1 1   料金に関する事項 
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こ れら の規定によ る 消費税の額及び地方消費税の額に相当する 額（ こ れら の額の

合計額に１ ０ 円未満の端数がある と き は、 その端数を 四捨五入する 。） を加算し

て徴収する 。  

（ ５ ）  前各号に定める 以外の診療料金等については、 理事長が定める 。  

2 減免 

理事長は、 次の各号のいずれかに該当する と 認める と き は、 診療料金等を減額し 、 又

は免除する こ と ができ る 。  

（ １ ）  診療料金等を納付する 資力がないと 認める と き 。  

（ ２ ）  前号のほか、 特別の理由がある と 認める と き 。  

 

 

1 中期目標の期間を超える 債務負担             （ 単位： 百万円）  

 

2 積立金の処分に関する 計画   

前期中期目標期間繰越積立金については、医療の質向上のための病院施設の整備、 医

療機器の購入、 研修や教育など 人材育成と 能力開発の充実、およ び経営の安定化に資す

る 財源等に充てる 。  

3 前２ 号のほか、 法人の業務運営に関し 必要な事項 

なし  

 

 

 

    項  目 中期目標期間償還額 次期以降償還額 総債務償還額 

移行前地方債償還債務 2, 572 0 2, 572 

長期借入金償還債務 5, 292 5, 495 10, 787 

第 1 2  地方独立行政法人市立東大阪医療センターの業務運

営並びに財務及び会計に関する規則で定める業務運営

に関する事項 



 

 

 



 

 

 


